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平成15年 3月28日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 2号

公
営
企
業
管
理
規
程

◯
秋
田
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
一
・
企
業
局
総
務
課
）

◯
秋
田
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
二
・
企
業
局
総
務
課
）

◯
秋
田
県
企
業
局
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
三
・
企
業
局
総
務
課
）

◯
秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
四
・
企
業
局
総
務
課
）

◯
秋
田
県
企
業
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
五
・
企
業
局
総
務
課
）

秋
田
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
職
務
代
理
者

秋
田
県
企
業
局
長
　
安
　
田
　
幸
　
男
　

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号

秋
田
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
班
）

第
十
九
条

第
四
条
及
び
第
十
六
条
に
規
定
す
る
事
務
所
に
、
当
該
事
務
所
の
所
掌
事
務
を
分
掌
さ

せ
る
た
め
、
班
を
置
く
。

第
二
十
条
第
一
項
の
表
第
七
号
及
び
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
項
の
表
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
課

第
二
十
条
第
二
項
の
表
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
課
」
を
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
第
六
号
を

事
務
所
」

削
り
、
同
表
中
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十

号
及
び
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
条
の
二
」
の
下
に
「
及
び
第
十
九
条
」
を
加

え
、
同
条
第
四
項
中
「
の
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
及
び
「
並
び
に
第
二
項
の
表
の
第
十
号
及
び

第
十
一
号
に
掲
げ
る
職
」
を
削
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
改
正
）

２

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
第
五
号
中
「
主
任
技
師
（
機
械
操
作
）
及
び
技
師
（
機
械
操
作
）
」
を
「
機
械

操
作
に
従
事
す
る
技
能
主
任
及
び
技
能
技
師
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
備
考
中
「
主
任
技
師
（
運
転
）
、
技
師
（
運
転
）
、
主
任
技
師
（
機
械
操
作
）
及

び
技
師
（
機
械
操
作
）
」
を
「
技
能
主
任
及
び
技
能
技
師
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
第
六
号
１
、
第
七
号
１
及
び
２
、
第
八
号
１
、
第
九
号
１
並
び
に
第
十
号
１
中
「
本

局
の
」
を
削
り
、
同
表
の
備
考
一
を
削
り
、
同
表
の
備
考
二
を
同
表
の
備
考
と
す
る
。

別
表
第
六
中
「
本
局
の
」
を
削
り
、
「
、
横
手
発
電
事
務
所
長
、
玉
川
発
電
事
務
所
次
長
及
び

秋
田
工
業
用
水
道
事
務
所
次
長
」
を
「
及
び
横
手
発
電
事
務
所
長
」
に
改
め
、
「
、
藤
里
発
電
事

務
所
次
長
、
鹿
角
発
電
事
務
所
次
長
、
秋
田
発
電
事
務
所
次
長
及
び
横
手
発
電
事
務
所
次
長
」
を

削
る
。

（
秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

３

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
本
局
の
」
を
削
る
。

（
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

４

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
二
年

１

公

営

企

業

管

理

規

程

七八

技
能
主
任

技
能
技
師

課

事
　
務
　
所

上
司
の
命
を
受
け
て
、
相
当
の
経
験
を
必
要
と
す

る
自
動
車
の
運
転
業
務
又
は
機
械
操
作
業
務
に
従

事
す
る
。

七八

技
能
主
任

技
能
技
師

課事
　
務
　
所

上
司
の
命
を
受
け
て
、
相
当
の
経
験
を
必
要
と
す

る
自
動
車
の
運
転
業
務
又
は
機
械
操
作
業
務
に
従

事
す
る
。

一

次
　
　
　
長

局

局
長
を
補
佐
し
、
局
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は

欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
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秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

様
式
第
九
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

（
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

５

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
秋
田

県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
十
八
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

（
経
過
措
置
）

６

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
職
務
代
理
者

秋
田
県
企
業
局
長
　
安
　
田
　
幸
　
男
　

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号

秋
田
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
本
局
　
組
織
規
程
第
四
条
及
び
第
十
六
条
に
規
定
す
る
事
務
所
以
外
の
も
の
を
い
う
。

第
三
条
第
二
項
第
十
一
号
中
「
局
次
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、
「
旅
行
命
令
」
の
下
に
「
及
び

復
命
」
を
加
え
、
同
項
第
十
二
号
及
び
第
十
六
号
中
「
局
次
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
旅
行
命
令
」
の
下
に
「
及
び
復
命
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
局
次
長
」

を
「
次
長
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
公
文
書
」
を
「
行
政
文
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
班
長
」
を
「
本
局
の
班
長
」
に
改
め
、
「
旅
行
命
令
」
の
下
に
「
及

び
復
命
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
班
長
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
「
免

除
」
の
下
に
「
（
本
局
の
班
長
以
外
の
職
員
の
年
次
休
暇
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第

五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
班
長
」
を
「
本
局
の
班
長
及
び
事
務
所
の
長
」
に
、
「
及
び
休
日
勤

務
」
を
「
、
休
日
勤
務
、
宿
日
直
勤
務
及
び
特
殊
勤
務
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同

項
第
八
号
中
「
職
員
」
の
下
に
「
及
び
事
務
所
の
長
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項

第
九
号
中
「
班
長
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
公
文

書
」
を
「
行
政
文
書
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
す
る
。

第
五
条
の
二
第
二
号
中
「
旅
行
命
令
」
の
下
に
「
及
び
復
命
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、

同
条
第
四
号
中
「
休
暇
及
び
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
」
を
「
年
次
休
暇
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
及
び
休
日
勤
務
」
を
「
、
休
日
勤
務
、
宿
日
直
勤
務
及
び
特

殊
勤
務
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
を
削
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
局
次
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
の
見
出
し
中
「
班
長
」
を
「
本
局
の
班
長
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

「
班
長
の
」
を
「
本
局
の
班
長
の
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
職
員
」
を
「
事
務
所
の
班
長
」
に
改
め
、
「
旅
行
命
令
」
の
下
に

「
及
び
復
命
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
休
暇
」
の
下
に
「
及
び
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除

（
事
務
所
の
班
長
以
外
の
職
員
の
年
次
休
暇
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
職
員
」
を

「
事
務
所
の
班
長
」
に
、
「
及
び
休
日
勤
務
」
を
「
、
休
日
勤
務
、
宿
日
直
勤
務
及
び
特
殊
勤
務
」

に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、
同
項
中
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
二
号
中
「
公
文
書
」
を
「
行
政
文
書
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
一
号
」
を

「
前
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
次
長
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は
次
長
が
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
事
務

所
の
長
の
指
名
す
る
職
員
」
を
「
事
務
所
の
班
長
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
事
務
所
の
班
長
が
不
在
の
場
合
の
取
扱
い
）

第
十
条

事
務
所
の
班
長
の
専
決
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
班
長
が
不
在
の
と
き
は
、
事
務
所
の

長
が
決
裁
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
企
業
局
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
職
務
代
理
者

秋
田
県
企
業
局
長
　
安
　
田
　
幸
　
男
　

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号

秋
田
県
企
業
局
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
企
業
局
旅
費
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
旅
行
命
令
（
旅
行
依
頼
）
簿
」
を
「
旅
行
命
令
（
旅
行
依
頼
）
簿
兼
復
命
管
理

簿
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

（
担
当
）

課
（
所
）

班
（
担
当
）

課
（
所
）

班

（
担
当
）

（
担
当
）
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３

別
記
様
式
　
旅
行
命
令
（
旅
行
依
頼
）
簿
兼
復
命
管
理
簿
（
第
１
条
の
２
関
係
）

（
Ａ
４
判
）

旅
行
命
令
（
旅
行
依
頼
）
簿
兼
復
命
管
理
簿

記
入
上
の
注
意

旅
行
命
令
等
の
変
更
の
場
合
は
、
「
備
考
」
欄
に
「
命
令
変
更
」
等
と
朱
書
き
し
、
変
更
後
の
旅
行
命
令
等
の
内
容
は
別
行
に
記
入
す
る
。

年
　
　
度

復
命
年
月
日

命
令
年
月
日

遂
　
行
　
状
　
況

用
　
　
　
　
　
務

決
裁
権
者
印

・
　
・

・
　
・

・
　
・
　
か
ら

・
　
・
　
ま
で

（
日
間
）
□
復
命
書

旅
行
年
月
日

用
　
務
　
先

（
経
　
由
　
地
）

（
）

泊
数泊

出
発
・
帰
着

交
通
手
段

□
居
住
地

出
　
発

□
居
住
地

帰
　
着

□
鉄
道

□
航
空
機

□
公
用
車

□
私
用
車

□
自
動
車
同
乗

□
そ
の
他

備
　
　
　
　
考

□
旅
費
別
途
支
給

・
　
・

・
　
・

・
　
・
　
か
ら

・
　
・
　
ま
で

（
日
間
）
□
復
命
書

（
）

泊

□
居
住
地

出
　
発

□
居
住
地

帰
　
着

□
鉄
道

□
航
空
機

□
公
用
車

□
私
用
車

□
自
動
車
同
乗

□
そ
の
他

□
旅
費
別
途
支
給

・
　
・

・
　
・

・
　
・
　
か
ら

・
　
・
　
ま
で

（
日
間
）
□
復
命
書

（
）

泊

□
居
住
地

出
　
発

□
居
住
地

帰
　
着

□
鉄
道

□
航
空
機

□
公
用
車

□
私
用
車

□
自
動
車
同
乗

□
そ
の
他

□
旅
費
別
途
支
給

・
　
・

・
　
・

・
　
・
　
か
ら

・
　
・
　
ま
で

（
日
間
）
□
復
命
書

（
）

泊

□
居
住
地

出
　
発

□
居
住
地

帰
　
着

□
鉄
道

□
航
空
機

□
公
用
車

□
私
用
車

□
自
動
車
同
乗

□
そ
の
他

□
旅
費
別
途
支
給

・
　
・

・
　
・

・
　
・
　
か
ら

・
　
・
　
ま
で

（
日
間
）
□
復
命
書

（
）

泊

□
居
住
地

出
　
発

□
居
住
地

帰
　
着

□
鉄
道

□
航
空
機

□
公
用
車

□
私
用
車

□
自
動
車
同
乗

□
そ
の
他

□
旅
費
別
途
支
給

所
属
等

職
　
氏
　
名

w
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こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
職
務
代
理
者

秋
田
県
企
業
局
長
　
安
　
田
　
幸
　
男
　

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
本
局
の
」
を
削
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
復
命
管
理
簿
に
」
を
「
復
命
管
理
簿
（
秋
田
県
企
業
局
旅
費
規
程
（
昭
和

三
十
七
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
別
記
様
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
）
に
」
に
改

め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
種
別
及
び
」
を
削
り
、
同
条
中
「
、
宿
直
、
日
直
及
び
半
日
直
」
を

「
宿
直
」
に
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
」
を
「
午
後
五
時
十
五
分
か
ら
翌
日
の
午
前
八
時
三

十
分
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

「
復
命
管
理
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
様
式
第
　
八
号

別
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
復
命
書
　

復
命
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
様
式
第
　
八
号
の
二
」

─
様
式
第
　
八
号
」
に
改
め
る
。

「

様
式
第
八
号
を
削
り
、
様
式
第
八
号
の
二
中

┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

│
│
│
│
│
│
┘
」

┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘
」

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号
と
す
る
。

「

「

様
式
第
十
四
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」
「

様
式
第
十
五
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘
」

「

「

に
、

┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘
」

「

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

」

」

「
を

」

に
改
め
る
。

」

「

様
式
第
十
七
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘
」

「

に
、
「

」
を

┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘
」

「

」
に
改
め
る
。「

様
式
第
十
九
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘
」

「

に
、
「

」
を

┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘
」

「

」
に
改
め
る
。
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１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

４

当
直
種
別

（
担
当
名
）

職
　
名

班
　
　
　
名

職
　
　
　
名

職
　
　
　
名

当
直
種
別

（
担
当
名
）

職
　
名

班
　
　
　
名

職
　
　
　
名

分直
）

2
1
時0
0
分

（
宿
直
）

2
3
時0
0
分

（
宿
直
）

７
時0
0
分

（
宿
直
）

９
時0
0
分

（
日
直
）

1
1
時0
0
分

（
日
直
）

1
3
時
0
0
分

（
半
日
直
）

1
6
時
0
0
分

□
半
日
直
、

□
日
直
□
□

1
9
時0
0

（
宿

1
9
時
0
0
分

2
1
時
0
0
分

2
3
時
0
0
分

７
時
0
0
分

様
式
第
８
号
の
２
　
復
命
書
（
第
1
5
条
関
係
）

様
式
第
８
号
の
２
　
復
命
書
（
第
1
5
条
関
係
）

（
Ａ
４
判
）

様
式
第
1
5
号
　
当
直
日
誌
（
第
3
3
条
、
第
3
4
条
関
係
）

様
式
第
1
5
号
　
当
直
日
誌
（
第
3
3
条
、
第
3
4
条
関
係
）
（
Ａ
４
判
）

様
式
第
1
7
号
　
公
印
使
用
簿
（
第
2
8
条
、
第
3
4
条
関
係
）

様
式
第
1
7
号
　
公
印
使
用
簿
（
第
2
8
条
、
第
3
4
条
関
係
）（
Ａ
４
判
）

担
当
名
　

班
名

様
式
第
1
9
号
　
文
書
発
送
簿
（
第
3
4
条
関
係
）

様
式
第
1
9
号
　
文
書
発
送
簿
（
第
3
4
条
関
係
）

（
Ａ
４
判
）

担
当
名
　

班
名

）
（



班
（
担
当
）

班

班
（
担
当
）
名
　
　
　
班
名

担
当
　
　
班
　
　
　
次

」

長
　
　
　
班
長
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２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
服
務
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施

行
の
日
以
後
に
命
ぜ
ら
れ
た
出
張
に
係
る
復
命
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
命
ぜ
ら
れ
た
出
張

に
係
る
復
命
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
企
業
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
職
務
代
理
者

秋
田
県
企
業
局
長
　
安
　
田
　
幸
　
男
　

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号

秋
田
県
企
業
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
企
業
局
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
九
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
課
の
」
を
「
課
又
は
所
（
以
下
「
課
所
」
と
い
う
。
）
の
」
に
、
「
当
該

課
」
を
「
当
該
課
所
」
に
改
め
、
同
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら

第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
二
号
中
「
課
又
は
所
（
以
下
「
課
所
」
と
い

う
。
）
」
を
「
課
所
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
す
る
。

第
九
条
第
四
項
中
「
郵
便
物
」
の
下
に
「
そ
の
他
送
達
に
要
し
た
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
及
び
第
二
十
条
中
「
又
は
担
当
」
を
削
る
。

様
式
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
の
二
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

「

「

様
式
第
五
号
（２）
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」に
、「

」
を
「

」
に
、「

」

」
を
「

」
に
改
め
る
。
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１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
企
業
局
行
政
文
書
管
理
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

保
存
期
間
永
・
1
0
・
５
・
２
・
１

永
・
1
0
・
５
・
２
・
１

）
・
乙
（
班
長
）

保
存
期
間

決
裁
区
分
甲
（
所
長
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